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１月から市役所の組織が一部変わります
主な組織の見直しは、次のとおりです。なお、電話番号は変更ありません。

地籍調査課
●地籍調査班

地域
振興部令和３年１月１日組織改正（庁舎再編）後の庁舎別の部署配置

保  護  課
●保護班

福  祉  課
●総務高齢班
●障害福祉班

こども未来課
●こども支援班
●こども保健班

変更前の組織 １ 月 か ら の 組 織

福
祉
保
健
部

建
　
設
　
部

保  護  課
●保護班

地籍調査課
●地籍調査班

福  祉  課
●総務高齢班
●障害福祉班

健康づくり課
●健康保険班
●健康増進班

こども未来課
●こども支援班
●こども保健班

福
祉
保
健
部

管  理  課
●管理班
●用地班

建  設  課
●建設改良班
●維持防災班
●自転車道路整備班

都市計画課
●都市計画班
●住宅班

建
　
設
　
部

管  理  課
●管理班
●用地班

建  設  課
●建設改良班
●維持防災班
●自転車道路整備班

都市計画課
●都市計画班
●住宅班

変更前の組織 １ 月 か ら の 組 織

衛  生  局

衛生業務課
●衛生総務班
●衛生業務班
●南有馬施設班
●焼却班
●深江施設班（深江施設）

環  境  課
●環境班

水道総務課
●水道総務班

変更前の組織

環
　
境
　
水
　
道
　
部

上下水道課
●企画整備班
●維持管理班
●下水道班

衛  生  局

衛生業務課
●衛生総務班
●衛生業務班
●南有馬施設班
●焼却班
●深江施設班（深江施設）

環  境  課
●環境班

水道総務課
●水道総務班

環
　
境
　
水
　
道
　
部

上下水道課
●企画整備班
●維持管理班
●下水道班

１ 月 か ら の 組 織

総務部 総務秘書課
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備考課・室 直 通 番 号部　局庁舎

人事課

財政課

防災課

管財契約課

地域振興部 地域づくり課

商工振興課

観光振興課

市民生活部 市民課

税務課

会計管理者

監査委員事務局

会計課

建設部 建設課

管理課

都市計画課

地籍調査課

農林水産部 農林課

水産課

農村整備課

73-6621
73-6623
73-6625
73-6622
73-6626
73-6631
73-6633
73-6632
73-6647
73-6642
73-6609
73-6613

73-6651
73-6641
73-6652
73-6653
73-6701
73-6702
73-6703
73-6704
73-6705
73-6706
73-6644
73-6685
73-6686
73-6645
73-6646

73-6675
73-6676
73-6677
73-6634
73-6661
73-6662
73-6663

73-6611議会事務局

73-6612農業委員会事務局

福祉保健部 福祉課

健康づくり課

こども未来課

保護課

教育委員会事務局 教育総務課

学校教育課

生涯学習課

スポーツ振興課

文化財課

世界遺産推進室

環境水道部 環境課

水道総務課

上下水道課

衛生局 衛生業務課

　（深江施設班）
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※１　南有馬庁舎から移転
※２　西有家庁舎（地域振興部）から移転
※３　有家庁舎から移転
※４　西有家庁舎（市民生活部）から移転
※５　令和３年４月１日に生涯学習課とスポーツ振興課を統合予定
●上記の４庁舎以外の組織（各支所・こども園など）は、変更がないため
掲載しておりません。

●部局によっては、事前に移転する場合がありますので、ご来庁される
場合は、各部局にご確認ください。

建設部（建設課・管理課・都市計画課）が「南有馬庁舎」から「有家庁舎」に移転します。
●建設部と農林水産部を同じ庁舎に集約し、社会基盤整備（市道・農道など）の政策の充実を図ります。
※地域振興部地籍調査課（西有家庁舎）も建設部配属となり、「有家庁舎」に移転します。

建設部（建設課・管理課・都市計画課）が「南有馬庁舎」から「有家庁舎」に移転します。
●建設部と農林水産部を同じ庁舎に集約し、社会基盤整備（市道・農道など）の政策の充実を図ります。
※地域振興部地籍調査課（西有家庁舎）も建設部配属となり、「有家庁舎」に移転します。

福祉保健部（福祉課・こども未来課・保護課）が「有家庁舎」から「南有馬庁舎」に移転します。
●福祉保健部と教育委員会を同じ庁舎に集約し、子育て・子ども支援などの子ども政策の充実・強化を図ります。
※市民生活部健康づくり課（西有家庁舎）も福祉保健部配属となり、「南有馬庁舎」に移転します。

福祉保健部（福祉課・こども未来課・保護課）が「有家庁舎」から「南有馬庁舎」に移転します。
●福祉保健部と教育委員会を同じ庁舎に集約し、子育て・子ども支援などの子ども政策の充実・強化を図ります。
※市民生活部健康づくり課（西有家庁舎）も福祉保健部配属となり、「南有馬庁舎」に移転します。

環境水道部（水道総務課・上下水道課）が「衛生センター庁舎」に移転します。
●市民生活に関わりの深い環境・衛生の業務を集約します。
※令和２年４月から衛生センター庁舎内に衛生局・環境課を配置しています。

環境水道部（水道総務課・上下水道課）が「衛生センター庁舎」に移転します。
●市民生活に関わりの深い環境・衛生の業務を集約します。
※令和２年４月から衛生センター庁舎内に衛生局・環境課を配置しています。
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市役所の担当課がわからないときは ☎73－6600 へ南島原市役所 ☎73－6600 へ南島原市役所
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